
久原小学校ＰＴＡから工事業者の皆様へのお願い

やむを得ず、スクールゾーン(歩行者用道路)の規制時間を通行するには、通行禁止道路通行許可の申
請が必要となります。詳しくは警視庁ホームページにてご確認下さい。

太線に囲まれた内側部分が歩行者用道路の規制区域です。

許可等がなく通行した場合、交通違反になります。また、許可証
を携帯の場合でも、10km/h以下で通行する必要があります。

太線内の規制時間
7:45～8:45
13:30～14:30
（土日休日を除く）

点線部分の規制時間
7:45～8:45
13:00～15:00
（土日休日を除く）

発行 久原小学校ＰＴＡ
工事等の事前連絡 久原小学校 (窓口：副校長) 電話 : 03-3753-9411
通行許可の申請 池上警察署 交通課交通規制係 電話 : 03-3755-0110

久原小学校周辺には登下校時の児童の安全を図るため、スクールゾーン(歩行者用道路)の規制が実施
されています。
児童の安全のため工事業者の皆様にはスクールゾーンの規制を守っていただくようお願いいたしま
す。
大きな車両から小さな児童は見えにくい場合があります。
規制時間以外でも学校周辺を通行する際には横断する児童に気をつけて速度を落とした通行をお願
いいたします。


